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審 議 案 件 

議第１号 指定大規模既存集落制度の区域指定について 

 
１ 審議に出席した委員（17 人） 

 

水 口 俊 典 委員 菅 原 由 美 子 委員 

藤 井 敬 宏 委員 寺 田 尚 稔 委員 

河 原 﨑 信 幸 委員 小 岱 藤 隆 委員 

佐 野 勝 幸 委員 渡 辺 佳 正 委員 

植 松 健 一 委員 齋 藤 和 文 委員 

手 島 皓 二 委員 加 藤 眞 克 委員 

（代理：工藤 正邦） 

安 達 行 彦 委員 

（代理：望月 康史） 

田 島 章 次 委員 

石 川 一 廣 委員 遠 藤 高 子 委員 

塩 川 祐 子 委員  

 

２ 説明のための出席者 

都市整備部長 

[都 市 計 画 課] 課長 参事 計画係長 計画係主査 

          土地対策係長 土地対策係主事 土地対策係技師 
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【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

定刻となりましたので、ただいまから平成２８年度第１回富士宮市都市計画

審議会を開会させていただきます。委員の皆様におかれましては、御多忙の中、

御出席いただきまして誠にありがとうございます。 

本日の進行を務めます都市計画課計画係長の高橋と申します。よろしくお願

いいたします。 

始めに委員の変更について報告いたします。今年度、各所属団体において、

役員の改選や人事異動があった関係で、３名の委員変更がありました。名簿順

にご紹介いたします。富士宮農業協同組合の佐野一男委員から小岱藤隆委員に、

静岡県富士農林事務所の竹林圭介委員から田島章次委員に、ふじのみや女性の

会の加納永子委員から遠藤高子委員に、それぞれ変更となりましたので、よろ

しくお願いします。 

それでは、会議に先立ちまして渡邉副市長から皆様にご挨拶をさせていただ

きます。 

 

渡邉副市長 

本日は、お忙しいところ、平成２８年度第１回富士宮市都市計画審議会に御

出席いただきまして誠にありがとうございます。委員の皆様方におかれまして

は、日頃より市政全般に渡りまして、多大な御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。本年度最初の審議会ということもあり、本来なら須藤市長からご挨拶を申

し上げるべきところですが、他の公務との都合上、私から代理の挨拶となりま

したことを、お詫び申し上げます。 

さて、本市では、今年度から第５次富士宮市総合計画がスタートいたしまし

た。総合計画には３つの重点取組として、「世界遺産富士山の恵みを守り生かす

まちづくり」、「安全・安心で健康に暮らせるまちづくり」、「人口減少を克服す

るまちづくり」を掲げ、各種施策を展開していくこととしております。近年、

地方の中小都市を取り巻く状況は、たいへん厳しいものがありますが、そうし

た時代だからこそ、本市の特色ある魅力や特徴を活かした施策を幅広く継続的

に展開していくことが重要だと考えております。 

本日ご審議いただきます案件、「指定大規模既存集落制度の区域制定」につき

ましても、人口減少を克服するまちづくりを目指し、定住推進のための住宅・

住環境施策の１つとして、制度の活用を図るものでございます。委員の皆様に

おかれましては、専門的な見地から、また、富士宮市民としての視点から積極

的なご意見を頂きますようお願い申し上げます。結びに、今後とも市政発展の

ために変わらぬご協力をお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。

誠に申し訳ありませんが、公務の都合上ここで退席をさせていただきます。ご
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審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

ありがとうございました。 

それでは、会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の

確認をお願いいたします。配布資料は、７月２５日付けで送付させていただき

ました資料といたしまして、本日ご審議いただきます議題の提出議案書及びそ

の説明資料、また、本日配布させていただきました資料として、本日の次第、

席次表、委員名簿、説明資料４頁の訂正差込み１枚紙となっております。説明

資料の４頁につきましては、表の最上段、北山地区の中学校の家屋連たん数に

ついて、記載が漏れておりました。お詫びして訂正いたします。資料の方は、

よろしいでしょうか。 

次に、本日欠席の委員、代理出席の委員を報告いたします。本日は、欠席の

委員はございません。代理出席の委員については、加藤委員の代理として、交

通課長の工藤様に、安達委員の代理として、都市計画課長の望月様に、御出席

をいただいております。よろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の次第によりただいまから審議をお願いいたします。以降

の議事進行を、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、

水口会長にお願いいたします。では、会長よろしくお願いいたします。 

 

水口会長 

久しぶりかと思いますが、前回は前年度になりますが、今年の１月の末に大

きく２つの議題をやりました。 

１つ目は、市街地の中心部から富士山への眺望を保全するという富士宮のま

ちづくりのテーマとしては、非常に重要なテーマで、景観計画の一部変更と高

度地区を新たに設定するという都市計画の分野では、中心的かつ古くからある

制度を利用して、富士山への眺望を保全するという計画を立てました。これは、

日本の中でも富士山を抱えた都市の都市計画として、特徴的なものになってい

るかと思います。 

２つ目のテーマは、岳南広域都市計画に関係しまして、広域的な都市計画の

マスタープラン。静岡県が定めることになっていますが、都市計画区域マスタ

ープランの定期見直しがあり、計画案を審議しました。さらにもう１つのテー

マは、直接的には富士市ですが、線引きの一部変更。具体的には都市計画の区

域区分が広がりまして、全域が調整区域になった訳ですが、線引き区域の拡大

ということは都市計画マスタープランと合わせての議論です。今日のテーマは、

先ほど副市長のあいさつにありましたが、前回とは打って変わって、集落の活
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性化に絡むテーマ１つであります。活性化の第一歩でしかないと思います。当

面地域コミュニティの存続のための手法の１つということであります。今日は

議事を１つに絞って進めてまいります。 

審議に入る前に、会議の成立についてですが、今日は全員出席で成立してお

ります。続きまして会議の公開についてですが、運営要領で原則的には公開、

特段問題がないので公開でまいりたいのですが、ご異議ありませんか。 
 

………「異議なし」の声あり……… 

 

はい。それでは傍聴人がいらっしゃったら、入室誘導をお願いします。 

 

………事務局にて入場誘導（傍聴人の有無確認）……… 

 

事務局（都市計画課主査） 

傍聴人はいらっしゃいません。 

 

水口会長 

今日の議題は興味もたれる市民も多いと思いますので、議事録をわかりやす

く取りまとめて、公開していただきたいと思います。 
それから、今日の会議録の署名人ですが、毎回この委員の中から輪番で担当

してもらっておりますが、今日の署名人を「塩川祐子（しおかわゆうこ）委

員」にお願いします。 
 
それでは審議に入ります。 

指定大規模集落制度は、昔からあった市街化調整区域の個別的規制緩和手法の

１つですが、その後いろいろに多様化してきたのですが、今日はこの比較的昔

からある手法の指定大規模既存集落制度の活用（区域指定）ということで、事

務局より説明をお願いします。 
 

事務局（都市計画課長） 

都市計画課長の滝川です。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして誠にありが

とうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議第１号「指定大規模既存集落制度の区域指定について」、私の方

から概要及び、諮問に係る理由を説明し、詳細につきましては担当職員から説
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明いたします。 

指定大規模既存集落制度は、都市計画法に基づく市街化調整区域における開

発許可の立地基準の１つとして、平成６年から静岡県の開発行為の許可基準に

整備された制度でございます。当該制度が、一昨年、住宅を建てるための接道

や対象者などの要件が緩和されたことを受け、本市が進める政策の１つである

定住推進の一助に成り得ることから、当該制度の活用を図るものでございます。

一昨年度の後半から調査検討を重ね、本日諮問をさせていただく運びとなりま

した。今後は、１１月に予定されている静岡県開発審査会の議を経て、早けれ

ば１２月からの施行を目指しております。 

それでは、議第１号の理由を朗読させていただきます。それでは提出議案書

の１ページを御覧ください。 

指定大規模既存集落制度は、市街化調整区域内における開発許可の立地基準

のうち、都市計画法第３４条第１４号及び都市計画法第４３条第２項（同法施

行令第３６条第１項第３号ホ）の規定に基づき、静岡県開発審査会が包括承認

した基準（包括承認基準）の１つです。あらかじめ一定の要件を満たす区域を

処分庁が指定し、指定された区域では、随時、一定要件対象者の自己用一戸建

専用住宅が建築可能となるものです。本市では、市街化調整区域に点在する複

数の集落拠点地域において、地域コミュニティ存続の一助として当該制度の活

用を図るものです。 

このたび、関係機関との協議が整い、指定区域（案）を取りまとめましたの

で、静岡県開発審査会への付議に先立ち、同県が定める指定の手続きに従い諮

問いたします。 

次に、詳細について、担当職員から説明いたします。 

 

事務局（都市計画課主事） 

都市計画課の山下と申します。それでは詳細についてご説明申し上げます。

説明時間におよそ１０分程度をいただきます。座って失礼いたします。 

スクリーンをご覧ください。指定大規模既存集落制度は、市街化調整区域の

開発許可基準のひとつであります。市街化調整区域において、一定の指定要件

を満たす集落地域を、大規模既存集落に指定することができます。指定された

区域内では、要件対象者が一戸建専用住宅を建築することができます。対象者

の要件につきましては、後ほど詳細をご説明いたします。 

はじめに指定大規模既存集落制度の区域指定に向けた経緯・経過についてで

す。お手元の資料は、説明資料の１ページです。まず平成２６年９月に静岡県
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との調整・協議をし、当該制度の活用が本市にとって有効であると判断し、１

０月に政策決定しました。それを受けて１２月から集落現況調査を行いました。

平成２７年度は、建物・農地の分布状況などの分析結果を元に、区域指定の調

査・検討を行い、原案を作成しました。平成２８年度に入り、４月に静岡県と

の協議が整い、指定区域案を取りまとめ、本日諮問させていただいております。

今後のスケジュールについては、今月２３日に富士宮市議会全員協議会への説

明。その後、１１月２４日に静岡県開発審査会への諮問を経て、１２月の告示・

施行を予定しております。施行後は、制度周知・運用促進のための説明会を各

地区において行う予定です。 

次に富士宮市内における集落拠点地域分布図についてです。資料は、２ペー

ジです。これは、第５次富士宮市総合計画などにおいて位置づけられている集

落拠点地域です。第５次富士宮市総合計画では、前期基本計画第２章土地利用

計画において、集落拠点地域として位置づけ、「周辺の自然環境や営農環境と調

和し、集落の拠点機能の維持強化を図りつつ、緑豊かで富士山と調和した集落

環境の形成を図る地域です。この１４地域について、先ほどの経緯・経過でも

説明した集落現況調査等を行いました。 

次に３指定大規模既存集落制度活用のねらいについてです。資料は３ページ

です。富士宮市は、町村の合併を繰り返しながら市域を拡大し、発展してきま

した。これら旧町村役場等を中心とした集落地域には、地域の伝統文化がこん

にちまで引き継がれています。しかし、近年の少子高齢化の影響を受け、各集

落地域では地域の担い手や継承者が減少し、コミュニティの維持が懸念されて

いるため、地域における人材の育成や郷土愛の醸成を目指しています。本制度

は、土地を所有している世帯に加えて、区域区分（線引き）以前からの土地を

所有していない地縁者や、賃貸住宅等に一定期間居住し新たに地縁者となった

人が、指定区域内に新たに土地を買い求めて住宅を建築することが可能となる

ものです。地縁者本人や地縁者の子孫が、Ｕ・Ｊ・Ｉターンにより、集落に定

住することができる仕組みの間口を広げ、地域コミュニティ存続の一助をねら

いとします。 

次に区域指定要件です。資料は３ページ下段です。静岡県開発審査会包括承

認基準を参考に、次の（１）から（５）を富士宮市の区域指定要件としました。

静岡県開発審査会の基準は、参考として資料６ページ以降に添付しております。

要件（１）として、自然的・社会的に一体的な集落を形成している同一の字の

範囲が原則であるが、一体性が特に高いと認められる場合には、複数の字にま

たがっても差し支えない。要件とした理由は、一体性が特に高い地域を指定大

規模既存集落制度により指定するためです。この基準は、静岡県と同じであり

ます。富士宮市では、小学校区が同じであれば、一体性が特に高いと認められ
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るため、複数の字にまたがっても差し支えないと判断しています。（２）として

市街化調整区域内に、旧町村役場、小学校、郵便局、農協、駐在所、病院、鉄

道の駅などがおおむね存在する中核的な集落が大規模既存集落の要件としまし

た。これは、大規模既存集落だったことを根拠付けるのに必要な施設であるた

めです。（３）として旧町村役場又は小学校を起点として、建築物が１５０戸以

上連たんしていることを要件としました。静岡県及び富士宮市では、一般的に

５０戸連たんしている地域を集落として見ていますが、大規模既存集落のため、

１５０戸としました。連たんについては、聞き慣れない言葉ですので、イメー

ジ図を用意しました。連たんとは、建物の敷地と建物の敷地の距離が５０ｍ以

内であり、数珠つなぎにつながっていくことを指します。指定大規模既存集落

制度では、１５０戸連たんを求めていますので、建物の敷地と隣の建物の敷地

の距離が５０ｍ以内で１５０件以上繋がっている必要があります。図は例です

が、赤枠で囲われたところは連たん区域とみます。基本的に優良な農地は除外

されます。（４）として、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域、

いわゆる青地が存しない街区であることを要件としました。（５）として、街区

のおおむね２分の１以上の土地が、宅地的な利用がされているものとしました。 

区域（街区）の設定方法について、補足の説明をします。図のような地区が

あります。学校や出張所などがある集落拠点地域とします。区域及び街区は、

基本的には道路や河川・水路などの地形地物で区切り設定することになります。

具体的な事例を説明します。①を御覧ください。この街区は道路で区分けされ

ています。これが１つの街区となります。この街区内には、青地はなく、また

おおむね２分の１以上の宅地化率を満たしていますので、区域に取り込むこと

ができます。次に、②を御覧ください。青地はありませんが、宅地化率を満た

していないため、区域に取り込めません。③を御覧ください。宅地化率は満た

していますが、一方で、青地があるため区域に取り込めません。④を御覧くだ

さい。この街区は地形地物で区切った場合、相当大きな街区となります。また、

街区全体では宅地化率を満たすことができません。しかし、幹線道路（国道・

県道）の沿道部分には、住宅の建ち並びが見られる状況ですので、沿道３０メ

ートルの範囲を街区として設定し区域に取り込めるようにしました。これらの

要件により、この地区では赤線で囲われた範囲が指定区域となります。本表は、

各集落拠点地域の最終的な当該制度適用判定調書です。資料は４ページです。

調査した結果１４地区中７地区が本制度の適用となります。その地区は、北山、

上野、上井出、白糸、富丘、芝富、内房の７地区です。この７地区８箇所の指

定区域図（案）を提出議案３ページから１０ページまで添付してあります。 

次に制度の運用方針です。はじめに建築物に関する要件です。指定された区

域内において建築要件及び人に関する要件が満たせば、住宅建築の許可を得る
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ことができます。①予定建築物の用途は、自己用一戸建専用住宅であること。

②建ぺい率５０％以下、容積率８０％以下、高さ１０ｍ以下であること。③敷

地面積が２００㎡以上３００㎡以下であること。④対象となる土地が農地の場

合にあっては、農地法に基づく転用許可を受けることが確実であること。⑤幅

員４ｍ以上の道路に４ｍ以上接すること。⑥建築敷地が指定区域の内外に跨る

場合は、建築敷地の全部を当該制度の敷地として適用する。 

つづきまして、人に関する要件です。①対象となる土地を含む指定大規模既

存集落が存する旧町村（隣接する複数の旧町村と自然的・社会的に一体的な地

域を形成している場合にあっては、当該旧町村を含む。）の区域内（市街化調整

区域に限る。）に、生活の本拠を有する者（おおむね１０年以上居住する者）又

はその分家であること。②自己の居住の用に供する住宅を所有していないこと。

③対象となる者、その配偶者及び直系尊属が、対象となる土地以外に市街化区

域内の土地等の建築可能な土地を所有していないこと。④対象となる者に、戸

建住宅を建築しなければならない合理的な理由があり、住宅の建築が確実な者

であること。以上が建築物に関する要件と人に関する要件です。 

他の法令（主に農地法や建築基準法）による規制があるときは、それぞれの

法令等に基づく手続きをとる必要があります。 

以上で説明を終わりとさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

水口会長 

はい。ご苦労様でした。 

簡潔に説明していただいたので、制度そのものは、やや複雑なところもある

ので解りにくいところもあるかと思いますので、そこは市民の代表として、こ

の場でご質問と合わせてご意見をいただきたいと思います。 

どなたからでもどうぞ。 

 

渡辺委員 

 まず、最初に、今日示していただきました案ということですので、今日の諮

問を受けて案の修正とか追加、あるいは指定区域の削除ということは、手続き

的に可能なのかどうか。議会の意見も今後聞いていくということですが、手続

き的に可能かどうか。それから、今回指定されたことを経て、今後、将来的に

調査して、改めて指定するという方針は、富士宮市としてどのようにお考えな

のか、その２点についてお伺いしたい。 

 

事務局（都市計画課長） 
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 まず、指定区域について、修正が可能かどうかという点ですが、この指定区

域の設定には各条件がございまして、重ね合わせた形で結果として現れたもの

です。この指定区域案で開発審査会の諮問を受けたいと思っておりますので、

諸条件の調査の結果から得られた本案を変えることは、ちょっと無理だと解釈

しております。 

それから、２点目の今後、調査して、変更が可能かどうかということであり

ます。変更につきましては、１１月の開発審査会の議を経て１２月告示で制度

がスタートしますが、制度がスタートした後に、１年２年先の家の建ち並び状

況などから、この基準にあった形が見受けられるようでしたら、変更の可能性

は出てくると思われますので、その時に検討したいと思います。 

あくまでも２か年かけた調査の結果として出てきたものですので、調査結果

を受けて、開発審査会に諮問したいと考えております。ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

 

渡辺委員 

今日、出された意見に基づいて、修正は難しいとのことを基本的に踏まえた

上で、いくつか指定区域、具体的にこの指定区域の地図を見て質問させていた

だきます。 

私は白糸に住んでいる訳ですから、どうしても北部に目がいくものですから、

まず上井出地区ですが、６ページですが、一番面積が広い地域になります。ま

ずこの全体の中で、２か所また改めて四角で囲ってあるところ、これは除外す

るということでしょうか。ここのところ農地とか河川が含まれておりますので

おそらく除外ということでしょうか。１つは上井出駐在所の東側のところ、も

う１つは潤井川の大沢の両岸のところ、ここはどういうことなのか。 

もう１つは、上井出地区は指定された区域のさらに西側に西富士中学校があ

りまして、芝山地区というところです。芝山地区は上井出地区の一部になるも

のですから、芝山地区が含まれていない理由をお聞かせいただきたい。 

あと表の方で、今日の訂正資料の一覧表がありますけれども、猪之頭地域で

すね、全部×になっておりまして。 

 

水口会長 

 お待ちください。今のお話は説明資料の４ページ、それで今日差し替えがあ

りました。 

 

渡辺委員 

そうです。猪之頭地域ですね。３つとも指定区域要件が×になっているとこ
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ろが、ちょっと、単純に素朴に市民の視点から見るとどうなのかな、その辺の

説明をお聞かせしていただきたい。以上ですが。 

 

事務局（都市計画課長） 

 ３点ほど、質問をいただいております。 

まず１点目につきましては、この２か所の白地といいますか、抜けている地

域、これにつきましては、宅地化率とかそういった基準に適合していないので、

除外となりました。宅地の割合が２分の１以上確保されていない、建ち並び見

て解るとおりです。 

それから、２点目の上井出西側の芝山地区につきましても、設定要件の３つ

に該当しなかったということになります。 

それから、３つ目の猪之頭地域につきましても、同じように指定要件につき

まして、分析した結果、区域指定要件の中で、結果的に不適合（×）というこ

とになっております。 

 

渡辺委員 

 この指定については、非常に地域の人が期待を持って見ている訳ですから、

どうしてはずれたのか、ということを合理的な説明をいただかないと、ちょっ

と納得できない。ご理解ください、と言われてもちょっと難しい部分があるの

です。というのも、芝山地域というのは、指定された地域と繋げて指定すると

いうことが私は可能であると思うのです。５０ｍ住宅が離れていませんし、繋

がっていて５０ｍ離れていませんので、どうしてそこを繋げて指定できないの

かなあということが疑問に思います。 

それから、猪之頭地区についても、この３つの指定要件がどのように外れて

いるのか、ということをもう少し詳しく説明いただきたい。もし、言葉で説明

が難しいということであれば、これだけの資料では理解できませんので、今日

は追加の資料提供は無理かもしれませんが、今後、議会でも説明があると思う

ので、追加の資料が可能なのかどうか。お願いいたします。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 上井出地区の芝山地区につきましては、県道を北上した松の所の交差点付近

から２分の１の宅地要件を満たす街区が途切れてしまうのですから、芝山地区

については、設定できなかったということです。猪之頭地区につきましても、

宅地要件が足りない街区がほとんどでしたので、表のとおり、全て設定できな

いということになっております。以上です。 
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渡辺委員 

 ちょっと屁理屈になるのかもしれませんが、例えば、上井出小学校の所が区

域に含まれているのに、これは小学校だから宅地化なんて無理なのに、こうい

う所が含まれていて、一方で、芝山地区に連なる部分については、県道でなく

ても、裏の方の北山用水が流れている方からの繋がりという考え方もできると

思うのですが。どうもちょっとその辺がチグハグ言いましょうか、もう少し納

得のできる説明がいただきたいなあと思います。 

 

水口会長 

 ちょっと、確認ですが、渡辺委員がおっしゃっている対象区域の場所は、こ

の提出議案書の６ページに上井出地区の図面がありますが、ちょっと離れてい

るけれども５０ｍ離れていない、連たんしていると思われる芝山地区というの

は、この図面の左上にちょっと見えているここになるのですか。 

 

渡辺委員 

 そうです。この上井出地区の字の下の部分です。この字の下の部分だけを見

ると１００戸連たんがあるのですけれども、そこまで繋がる一部が離れて、ま

た区域に含まれているということです。 

 

水口会長 

 それが、ここと連たんしているかどうか、という話なのですか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 連たん自体は、確かに５０ｍ以内では繋がりはするのですけれども、１つの

街区の宅地化要件が必要でございまして、街区ごとの宅地化要件を県道の松の

所から西側に行くと要件を満たさなくなってしまうものですから、区域に入れ

ることができないということになってしまいます。 

 

渡辺委員 

 さきほど除外する地域もあるということですよね。上井出出張所の東側と大

沢の両岸は除外すると、こういうところを除外できるという考えに基づけば、

こちらの方もその宅地化率が 50％にならない部分だけは除外して、また、こち

らを繋ぐという考え方は、芝山地区の本体ですね、そちらの方と繋ぐという考

え方ができないのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 
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 芝山地区につきましては、そこに至るまでが繋がっていきませんので、芝山

地区は設定できなかったということになります。今おっしゃっていただいた上

井出区民館・出張所周辺につきましては、宅地化要件及び青地要件、連たん要

件の全てを満たしているので、区域に算入することができたのですけれども、

そこの違いが芝山地区とはあります。以上です。 

 

渡辺委員 

 もう、あまりしつこいと思うのですから、他の委員の意見もありますので、

また改めて議会の方でも全員協議会で説明いただくと思いますので、それまで

に事前にお話しを伺えたらと思います。ちょっと、今のところ、除外という考

え方がとれないかどうか、また改めてお伺いしたいと思います。今日はもうこ

れで結構です。 

 

水口会長 

 私の方から今のご質問について、間に立った意見を言います。説明資料の４

ページ、今の表ですね、その下に表の注釈があります。その一番下の米印です

ね、１５０戸連たんの括弧の中は、もし農用地を入れない宅地化率が半分以上

という共に満たす街区が連たんする区域で、先ほどの画面の説明でも一番の画

面で比較的簡単な説明だったので解りにくい方もいらっしゃると思いますが、

街区という言葉がこの作業で効いております。 

結論的に申しますと、この説明資料の６ページ以後に、先ほど冒頭の説明に

あった静岡県開発審査会の審査基準が書かれております。開発許可そのものは、

分権によって富士宮市が事務処理をしていって、さっきの冒頭の課長の説明の

処分庁は富士宮市ですが、調整区域を個別的あるいは包括基準の似たようなも

のは全部まとめて開発許可するというようなところに関しては、線引き制度の

微妙な問題もあるので開発審査会の議を経ることになっている。開発許可事務

の分権は進みましたが、開発審査会は県にあります。県の開発審査会で通ると

いうことが条件です。そのための基準がこの６ページにありますが、一言で言

いますと、この分権の時代にこの県の基準は過剰に詳しいのです。この中で説

明資料の９ページ下の方に（２）に範囲というものがあって、原則として街区

であること、農用地が存在しない街区ということ、この街区というものを単位

にして設定していく、というものが基本となっています。ところが、この街区

という言葉、概念は、本来市街地の単位を言うものであります。街区というの

は市街地で道路に囲まれた１つの単位が合わさった市街地を構成しているとい

う、それを集落でも使っているということですね。集落は、当然道路が少ない

ですから、街区は道路で囲まれるものが非常に大きくなります。どうしても道
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路がないと、さっきの説明にもありましたが、河川とか道路以外の地物で切る

訳ですが、道路が少なくて街区が大きくなって、当然そこの中に農地とかが含

まれるようになります。富士宮市の場合、それを少し救うために、国道、県道

沿いで、ある程度建物が並んでいる時は、沿道の一定幅の範囲について沿道用

途地域を定めるように、そういった考え方によって繋げようとしている。 

それで、この先ほどの４ページの下ですが、そういう街区というものを使っ

ているが故に２つの問題があって、街区で農地が多く宅地が少なくて除外され

るということがあるのと、街区というものは道路が境界ですから、いくつかの

地域が道路で区切られていると、道路が両側にある程度建物が並んでいても片

側だけが区域となっているということがあります。街区を基準としたために、

その２つ過大な街区で宅地率が下がる。道路の両側で扱いが変わるという問題

があります。 

でも、今の県の基準は先ほどの６ページにあって、これをクリヤーできない

と開発審査会に通らない、そういう状況です。したがって、私としては、この

手法を使ってやる以上、県の基準に合うようにやるしかない。県の基準に合う

ようにすると、先ほどのような所は対象区域外となる。しかし、県の基準その

ものは、将来に向けて検討の余地は大いにあると思います。そういう意味で、

この審査会としては、そういうことも少し考えて、今後の運用の工夫をしてく

ださいと。今後に向けた付帯意見を付けるべきとだと思います。ということが、

本審議会の今現在、取るべき立場と思います。これは会長としての意見です。

他にどうぞ。 

 

手島委員 

 我々４人が議会から委員が出ていまして、また審議をする機会があるので、

我々ばっかり質問するのは申し訳ないのですけれども。議会以外の方もいらっ

しゃるので、北部地域の過疎化が進んで、人口の減少が進んでいて、議会の中

でも北部議連というグループが出来まして、この場で住宅建設の促進に関して、

いろんな提言、提案、質問をやってきました。ということを前提にお伺いしま

す。 

３つ。１つはですね、今委員長の方から発言がありましたけれども、昭和４

７年の線引き以来、私は第２の線引きのイメージがあります。これは、関係の

地域住民によほどの理解がなければ、今委員長がおっしゃったみたいに県の基

準に則ってやるからということで、地域の住民の理解が得られるかどうか、議

員として心配しております。今年の春にですね、こういう制度が出来るという

ことだけは、区長さんなどには説明をしているのですよね。けれども、具体的

に線引きの図面が出てきて、後どうするのかということについて、今委員長が
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おっしゃたことを含めて、僕は甘い言葉を言わない方がいいと。第２の線引き

の機会があるとかないとかいうことですね、将来の禍根になりますから、イエ

スかノーかはっきり言っていただきたいと第１の質問です。 

２番目です。今回の制度の前に、地区計画とか優良田園住宅計画とか制度の

提案なり、説明が当局からありました。我々議会でもいろんな議論がありまし

たけれども、今度の指定大規模既存集落制度と、地区計画、優良田園住宅の補

完関係について、改めてお伺いします。新しい制度が提案される度、我々は期

待していろんな議論したのですけれども、具体的に過疎地域の住宅建設は進ん

でいません。という現実を踏まえて、質問になりますけれども、平成６年に県

の包括基準が示されて２０年以上経っている訳ですね。説明資料の最後にこの

制度を適用した地域がいくつか載っていますが、解れば具体的に指定大規模既

存集落制度によってですね、この先進地域の過疎地域における住宅建設がどの

程度進んでいるのか説明ができればただいきたいと思います。２つになってし

まいましたけれども、とりあえず。 

 

水口会長 

 はい。大変重要なご質問かと思います。この指定大規模既存集落制度のそれ

以外の調整区域の開発整備、つまり、調整区域の地区計画、優良田園住宅との

関係はどうかという話と、この制度を先行した地区のその後の住宅建設等の効

果というか実績の２点でした。はいどうぞ。 

 

事務局（都市計画課長） 

 まず、最初にですね、地区計画と優良田園住宅と既存集落制度の棲み分け、

補完関係はどうかという質問だったと思います。 

地区計画につきましては、どちらかというと基盤整備型、要は基盤整備が伴

うものですのですから、概ね 1ヘクタール以上の区域を対象として、開発整備

を行う事業者の申請と、土地所有者の同意をいただき公共施設に必要な公共用

地を提供してもらった上で、基盤整備を進めるという制度になりますから、や

り手の問題があると思います。土地区画整理事業のように、身を削らなければ

ならないなど、なかなか地区計画が進まなかったのはそこにあると思います。 

今回ですね、優良田園住宅と指定大規模は、あくまでも立地基準の追加とい

うことで、一戸建住宅が対象となります。この一戸建住宅につきましては、立

地基準を満たせば一戸建が建てられると。そこで、違いと申しますと、大規模

指定集落制度は、今の運用基準の中で定めていこうと思っているのが、一戸建

の２００㎡から３００㎡までの面積要件。優良田園の方は、規模的に少しゆと

りのあるような面積を考えておりますから、３００㎡から１,０００㎡までの形
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で設定していきたいと考えております。優良田園については、外から呼び込む

Ｉターン。それから、大規模既存集落指定制度については、地縁とですね、血

縁のような分家住宅制度の進化形と見ていただいた方が良いと思います。この

集落に根づいた方が戻ってくることを願い、集落の伝統を受け継いで行ってい

ただきたいということを考えておりますので、どちらかというと、大規模既存

集落制度については分家の進化系として、ここに住まわれた方、ここに縁があ

る方たちが戻ってくるような制度を考えています。それから、優良田園につい

ては、優良宅地とかそういうものを活用した上で、新たに地域に入って来られ

る方が住むことができるということを考えて、基本方針の作成を進めておりま

す。現在、基本方針を作成している段階なので、詳細なことは言えませんが、

一応そういった棲み分けを考えております。以上です。 

 

水口会長 

 さっきの先行地区での集落地区指定の効果について質問がありました。どう

ぞ。 

 

事務局（都市整備部長） 

まず、３つの質問について、２番目については、課長の方から答弁差し上げ

たと思うのですけれども、１番目について、新たな線引きではないかというご

質問ですけれども、これはあくまでも都市計画法３４条の立地基準の１つの追

加であり、今、都市計画課長が言いましたけれども、分家の進化系、簡単に言

いますと、現行の分家住宅は線引き前からの土地をお持ちの方に対しての制度

ですが、今回はそうではなくてですね、例えば、借地借家等に住んでいて、そ

こに１０年住んでいれば、新たに土地を購入して家を建てられる、分家の進化

系のような制度でございます。新たに線引きを設ける訳ではなく、都市計画法

３４条のうちの１つとして、住宅を建てられる手段の一助だと考えております。 

次に３番目のご質問になるかと思いますが、先進地の資料の数ですが、焼津

の１地区の許可件数が０件、磐田の２地区３１０ha で許可件数３９件ございま

す。裾野市の３地区１９７ha でございますが、許可件数は１件でございます。

次に湖西市５地区３０２．４ha は５２件でございます。今のところ私の方で持

っているデータは以上でございます。 

 

手島委員 

 当局もですね、住民や議会からの要望を受けて一生懸命やっていただいてお

り、評価していますので誤解している訳ではなくて、ただ、私のこれまで地区

計画とか優良田園住宅とかですね、制度が出来ても私たちの街では実際に生き
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てないのですね。ですから、新しい制度が出来た時は、是非、生かせるような

形にして行きたいということが我々の中にもあります。質問の趣旨は、誤解に

ならないようにしていただきたい。線を引いたのは、地区住民に説明すると、

どう考えても素人からみると線引きですよ。隣が区域内に入っていて、どうし

てうちは入っていないとかですね。私なんかも説明を受けたら、瞬間的に理解

ができないということだろうと思います。 

これから、どういう格好でおやりになるのか知りませんけど、議会と県に対

する対応だけでなくて、少なくても関係住民に対しては、出来ることと出来な

いことをはっきりさせていただきたい。これはお願いですけれども。 

それから、ちょっと外れますけれども、地方創生で内陸フロンティアがかな

り騒がれた時代があります。内陸フロンティア制度そのものはですね、私達の

市にとって今までとっかかりがなかったものですけれども、大規模既存集落と

か優良田園住宅とか言葉が出てくるのですけれども、内陸フロンティアの地域

開発と今回の指定大規模既存集落制度がどう違うのかですね。県がやろうとし

ている内陸フロンティア制度の中で、今回の大規模既存集落制度の位置づけが

どうなるのか、ということを改めてお伺いします。 

 

事務局（都市計画課参事） 

 内陸フロンティアの施策とですね、この指定大規模の施策が、中に入ってい

るか外に出ているかという質問かと思うのですが、内陸フロンティア自体が既

存の制度を組み合わせて行う制度でして、既存の制度の１つの中に大規模既存

集落制度というものがあります。それらのいろいろな既存制度を組み合わせた

中で内陸フロンティアが出来上がっていますので、その１つ一助として、大規

模既存集落を行おうとしているとご理解いただければと思います。 

 

水口会長 

 今のご質問、３点プラス４点目を共通して基本的な問題点として私の方から

個人委員として意見を言いますが、この制度はですね、資料で言いますと、説

明資料の５ページの中ほどに人に関する要件というものがあります。先ほど画

面で同様なものを映して説明がありました。そこの集落に生活の本拠を有する

もの地縁ということがあります。さらにその地縁者の子や孫という血縁があり

ます。市街化調整区域で例外的に何の努力もなく、と言いますか、開発を認め

ていく訳ですから、いろいろ制限を付けております。地縁プラス血縁、ですか

ら、先ほどのように地域によって差がありましたが、これは、極めて限られた

効果です。まったく総合的なものでも計画的なものでもなくて、そういう限定

したものは、開発を認めても問題はないだろうという消極的な例外です。 
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したがって、線引き制度とは似ても似つかわぬ微々たる弱体なものですが、

でもあそこは出来てここは出来ないという線の内側外側を区別する訳ですから、

それの説明に耐えるものにするべきだという。耐えるというところで、県の現

行の包括基準は、少し瑕疵があると私は思っております。その辺の所は、もう

少し柔らかい言葉で答申の中には入れるべきと思っております。 

いずれにせよ、そういう限られたものですから、むしろおっしゃるようにこ

れを第一歩として、今後はもっと効果のある総合的かつ計画的な集落活性化に

ついて取り込む必要がある。先ほどの目的にもありました活性化という言葉を

さすがに使っていないですね。コミュニティの維持の一助になるという、一戸

でも子どもの世代が帰ってきてくれたら、一戸分は定住効果が高まっている訳

ですからゼロではないですね。でも活性化というには程遠い、計画的な郊外対

策としてはほんの第一歩にしかすぎない。それを貶すのではなくて、第一歩に

して次に行こうよ、というような趣旨がこの審議会としては妥当な見解である

と思います。 

次に行こうという時に、調整区域の地区計画と優良田園住宅という手法など

があって、そういうものをこの大規模既存集落の指定をした後で、後から調整

区域に地区計画をかぶせることも可能な訳ですから、先ほどの事務局のお話で

すと、調整区域の地区計画は基盤整備対応で地元負担が大変と言われたけれど

も、先ほどの言い方ですと市街地における従来型の地区計画のニュアンスがや

や強すぎるものだと思います。郊外型の地区計画は、もうちょっと柔軟な道路

整備でいい訳でして、基本は現在の道路を前提して十分に活用するということ

で、どうしても足らない所を地元負担も含めて、これは地元負担が主となると

は思いますが、一緒に考えていくことが必要かと思います。こうした新たな郊

外型の地区計画制度の必要性をこれから富士宮でも考えて使っていくべきだろ

うという、今後の大きな課題に対しては、始めの一歩を踏み出そうとする歓迎

すべき、次の政策を呼び込む一歩になろうかと思います。 

他にどうぞ。 

 

植松委員 

 今、委員長の方から第一歩だというお話がありまして、まさしくそのとおり

だと思います。この制度は、今の時点で私も地域の活性化という部分に関しま

して、それほど大きな効果をもたらすものではないのかなあというような気も

しております。そんな中で、今回この地域を指定した部分にあたって質問させ

ていただきたいのですけれども、県の包括基準の中では、道路の幅員について

は、８ページの最下段から９ページにわたって、地域によって弾力的に運用で

きるように定性的な表現に変えるものである、という謳い方をしているのです



18 

 

けれども、富士宮の運用方針では、４ｍ以上の道路に４ｍ以上接するというこ

とではっきり謳っております。この部分は今後もこの中で活用するにあたって、

かなり大きなネックになってくる部分ではないかなあと思っている訳です。ま

た、この基準があるからこそ、どうしても地域の指定という中で幹線道路が主

体になって、どの地区を見ましても非常に長細い地域指定になっている訳でし

て、そういうことも含めた中で、やはり４ｍ以上の道路に４ｍ以上接している

というこの基準というのは、富士宮の場合、確実に最低必要な条件として、こ

れは盛り込んでいく予定なのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 まず、区域指定要件として４ｍの道路という所は加味しておりませんので、

区域設定に関して道路は基本的には関係ありません。富士宮市の方針、県の基

準は、こういう書き方をされているのですけれども、県は平成２６年に一部改

正をした際に表記についても、良好な住環境を確保できるような適切な幅員を

有する道路に適切な間口（長さ）で接していること、とした訳ですけれども、

その後に星印を付けておりまして、幅員４ｍ以上の道路に４ｍ以上接している

こと、これは県も同じような書き方をされているところであります。富士宮市

につきましては、それも包括承認基準でありますので、それに則った形で進め

ていきたいと考えております。 

 

植松委員 

 ということは、やはり指定された区域の中にありましても街区という観念、

そして、４ｍ以上の道路に４ｍ以上接するという部分ですね、非常に運用でき

ない土地というものがたくさん出てくるのでないかなあと予想されます。とい

うことになりますと、逆に行政の方として、まず４ｍ以上の道路の整備という

ことも、これを運用するためには非常に重要な観点になってくるのではないか

なと思っておりますけれども、それにつきましては、どのような考えをお持ち

でしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 基本的にはですね、４ｍというものは建築基準法の道路後退に基づいてやる

ものですから、もし３ｍくらいの道があったとしても建築基準法のセットバッ

クのことを考えますと、５０㎝後退すればそこは建てられるという方向で、今、

当局では考えております。整備につきましては、特にこのことに絡めて整備を

するということではございません。以上です。 
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植松委員 

 今の答弁ですと、３ｍのところを５０㎝セットバックして３ｍ５０㎝ですよ

ね。それでも一応認めるという方向でいることが解りました。 

あと別の質問になるのですけれども、先ほども出ているのですけれども、農

家で分家にあたる場合、要するに農家の子孫で、農家で青地でない白地の転用

をできる農地を持っている場合、この制度の適用はできないのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 分家住宅は、基本的に線引き前から直系尊属が持っている土地であれば建築

はできるような制度でして、今回の指定大規模既存集落制度は、指定区域内で

あれば新たに土地を買い求めたとしても、建築可能になるものですから、要件

さえ満たせば、どちらでも可能になるということになろうかと思います。 

 

水口会長 

従来の分家住宅をちょっと横に広げたものがこの制度ですから。 

 

植松委員 

 ということは、農家の分家を取るか、指定大規模既存集落制度を取るか選択

肢があるということですね。はいわかりました。 

それともう１点ですけれども、県の包括承認基準の中に店舗等の建築が出来

る拠点地区の指定というものがあるのですけれども、今回この富士宮の制度で

は、その指定を受ける予定はないのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 既存の制度で都市計画法第３４条第１号に日用品店舗等の建築・開発行為と

いうものがございますので、富士宮市の場合は、それで対応可能だと考えてお

りますので、今回、拠点地域を指定する予定はございません。 

 

水口会長 

 １点目の質問のお答えがちょっと不正確です。今３ｍのところをこの血縁地

縁条件に該当する方が５０㎝セットバックして建てられるかどうか、それは建

てられないはずです。この規定だと３ｍ５０㎝しかなくていいのですか。一般

に狭あい道路問題、市街地なんかだと二項道路とかいって、みんな２ｍずつセ

ットバックするということはあるのですが、そういうケースは極めて曖昧です。

はっきりさせてください。 
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事務局（都市計画課主事） 

 他市で今、運用されている例えば裾野市さんとか聞いたところ、線形的にセ

ットバックが必要なところに関して、すべて４ｍに広げると線形がかなり乱れ

るということがあって、県と協議している中でセットバックの５０㎝部分だけ

でも認めているところがあるという話を聞いております。本市でも柔軟に対応

していきたいと考えておりまして、原則４ｍなのですけれども、セットバック

については、セットバック部分のみの対応で建築できるような方向で考えてお

ります。 

 

水口会長 

 それならば、５ページの市の運用方針は、原則としてとか、概ねとかいう言

葉がなければそういう解釈はできませんよ。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 はいすみません。訂正させていただければと思います。 

 

水口会長 

 それでは、原則として、を入れますか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

原則として、を入れさせていただきます。 

 

水口会長 

 確かに３ｍの道路で、建築物を建てるところだけ１ｍセットバックすると、

蛇が卵を飲み込んだような、蛇玉道路と言いますが、になるのですが、もう１

つの問題は、その敷地の前だけ４ｍに、あるいは今の話ですと、向かい側も５

０㎝将来セットバックすることを期待して３ｍ５０㎝になるのですが、その両

側隣りから交差点までは３ｍのまま、という蛇玉道路がずっと続く可能性もあ

る。それはやむを得ないというような運用ですか。市の運用方針は。 

 

事務局（都市計画課長） 

 今回につきましては、あくまでも指定区域の諮問をさせていただいているも

のですから、詳細な運用基準につきましては、今後、取り扱い方針を定める中

で、事務処理要領から申請書類等々の固めをしていかなければならないという

現状がありますけれども。ここに挙げさせていただいたものは、あくまでも今

考えられる県の基準に合わした形の運用方針という形で表記させていただいて
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います。今後、詳細については、告示、運用開始までには固めたいと思ってい

ます。 

今回は、指定区域に関する諮問させていただいていると解釈していただきま

して、詳細な事務処理の運用につきましては、今後、内部で固めていきたいと

考えております。まだそこまで実情に合わした形の窓口対応の指針になるもの

まで詳細に詰めておりませんので、今回のこれは県を参考に、今こういう形の

申請は必須ですよ、というところの必須の部分だけ書かせていただいています。 

今後、具体的な申請に係る運用基準については、詳細に詰めていきたいと考

えておりますので、今回は参考的に見ていただければ有り難いと思っておりま

す。 

 

水口会長 

確かに県の定める手続きとしては、市町村が都市計画審議会の議を経て区域

案について、県の開発審査会に提案することになっているのですが、区域案が

指定され区域が決まれば、そこでこの運用が始まる訳です。県が市都市計画審

議会へ求めているのは区域案についてだけなのかもしれませんが、市として、

この指定大規模既存集落制度を今後、運用していくためにどうするのか、とい

うことは、都市計画審議会の議を経るか意見を聴くかはすべきだと思います。

これは、今後の課題だと思います。 

ただまあ、接道条件について、建築基準法では４ｍが最低基準ですから、そ

れを下げるという理屈は成り立たないと思います。という意味で、あんまり堅

いことは言わずに、自主的に近所迷惑にならないようなことがあれば、柔軟に

認めていくことがあってもいいかとは思いますが、それだけに、その家の前だ

け４ｍとか、３ｍ５０㎝にすること、５０㎝セットバックでいいのかどうか、

ということは、運用上明確にしておかないと混乱が起こると思います。その混

乱も５年に１件しか出てこないみたいなことではあるのですけれども。他にど

うぞ。 

 ではもう１つ、私の方から一委員として、５ページの上の方に敷地面積の規

模の話があります。先ほどちょっと事務局から話がありましたが、県の開発審

査会包括基準のとおり、２００㎡以上３００㎡以下となっています。これは、

この制度と同様でちょっと進化した同じ開発許可の立地基準の都市計画法第３

４条に１１号というものがあります。これは、市街化区域に隣接あるいは近接

した連たんしている集落を条例で指定するというもので、この指定大規模制度

よりワンランク上ですが、そこの中では、例えば、私が関与した埼玉県の３４

条１１号条例では、敷地面積は３００㎡以上になっています。なぜ３００㎡以

上としたのかですが、田園居住のゆとりということが１つあるのですが、今の
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議論になっている道路整備水準が集落では非常に悪い所が多い。そこで、将来

セットバックして、４ｍや場合によっては集落幹線的な所は、もうちょっと広

い幅員にする必要がある。そういう将来道路用地、もっと広く考えますと、公

園用地、公共施設用地になる所まで含んだ敷地にしないと、将来の担保が取れ

ないという意味で、埼玉県の３４条１１号条例、集落地区条例とも言いますが、

ここでは３００㎡以上としています。今回、３００㎡以下とする理由考え方に

ついて事務局に質問したいですが。 

 

事務局（都市計画課長） 

 これにつきましては、原則というものが付いてはいないのですが、原則的に

２００㎡以上３００㎡以下というような形で考えております。会長がおっしゃ

ったとおり、この基準には、まちづくりの視点というところが無いものですか

ら、地域まちづくり地区計画とかですね、そういう計画論を後から付けること

はかなり無理があると思います。その中で、支障がないような形での運用開始

の考え方なのですが、包括承認基準の６番にですね、５００㎡まで拡大するこ

とができる規定があります。これを必要があれば適用して、将来の公共用地と

しての考え方に対応したいと思います。実際には、個別に窓口での指導・誘導

になるかと考えております。 

 

水口会長 

 今の敷地規模の運用に関しても答申に加えるべきかもしれないですね。後で

まとめて答申のことは言いますが。 

はい。他にどうぞ。 

 

齋藤委員 

 ３ページのところに区域の指定要件がありまして、各地域この赤で囲った指

定された所だと解るんですが、それが例えば、私は上野に住んでおりまして、

これを上野地域の方に見せると、おそらく怒られると思うのですよ。これじゃ

あ家が建たないよと。どこに家が建つ土地があるのだということで。それを踏

まえて、例えば、上野地域４ページの差し込みの資料のところで、２３ha が指

定区域になったということは解るのですが、その中で建設可能な土地というも

のがどのくらいあるのか教えていただきたい。それと、全体的にどのくらい可

能なのか、是非教えていただいきたいと思っております。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 上野地区の２３ha のうち、今、宅地化率は９０．８８％になります。なので、
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宅地以外の土地につきましては、約１０％程度ございまして、その１０％の土

地が農地法やその他関係法令により、建つところと建たない所も出てくるかと

は思いますが、概ねその１０％が建築可能な敷地になろうかと思います。 

 

齋藤和文 委員 

他の地区も全部教えていただけますか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 申し上げます。資料と順不同で申し訳ないのですが、富丘地区が８６．１９％、

北山小地区が７３．１２％、北山中学校区が７８．１６％、上野地区が９０．

８８％、上井出地区が７１．０９％、白糸地区が８５．９６％、芝富地区が７

１．４１％、内房地区が６７．２１％、全体の平均といたしまして、約７８パ

ーセントという宅地化率になってございます。以上です。 

 

水口会長 

 はい。他にどうぞ。 

 

渡辺委員 

 説明資料の５ページで人に関する要件のところなのですが、最初の要件で、

対象となる土地を含む指定大規模既存集落が存する旧町村（区域内指定市街化

調整区域限る）に生活本拠を有するものという要件なのですが、例えば、北部

に自分の実家があってアパートを借りていて市街地のアパートに住んでいると

いう人はこの要件に当てはまらなくなってしまうのか、それとも実家がそちら

にあれば認められるのですか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 最後にその分家であること、という記載がございますので、本家が市街化調

整区域にあれば建築可能になります。 

 

渡辺委員 

 本家がある人はそれでいいということですね。 

 

事務局（都市計画課主事） 

本家が１０年以上、当該地区（小学校区）に生活の本拠を有している場合は、

その分家として建築することが出来ることになります。 
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渡辺委員 

 本家も親戚も全くない場合は、この要件に当てはまらないと。親戚だったら

どうなのですか。必ず本家でなければ認められないということなのでしょうか。 

 

事務局（都市計画課主事） 

それ以外の方につきましては、ご本人様が当該地区（小学校区）に１０年以

上住んで地縁者となった場合には可能ということになります。 

 

水口会長 

 今のお話は、本家分家というよりは、本家がある人の直系の子どもとか孫と

かということですね。本家とか分家でしたら昔の言葉ですから、誤解を生むの

ではないかと。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 直系卑属の方であれば、ということになります。 

 

水口会長 

 親戚全般までは広がらない、先行都市の中には子はいいけど、孫はだめとか

みたいなところもあったような気がしましたが。孫はＩターンで帰ってきても

いいのではないかというのもあったのですね。ここの提案、参考資料の分家と

いうのはそういう意味ですか、本家を有するものの子ども世代あったり孫世代

であったり。 

 

事務局（都市計画課主事） 

 はい。先生のおっしゃるとおり、直系卑属のことがその対象者になります。 

 

手島委員 

 今の質問に関連して、委員会として要望事項みたいなもの、付議をつけられ

ることができるかどうか。地域の特性にあった指定大規模既存集落制度であっ

ていいと思うのですね。今日は、ＪＡの専務理事さんもお見えになっています

けど、この地域はほとんど北部にあるのですけれども、芝川地区は別にして、

例えば、１つだけ例を申し上げますと、牛だけで一万頭いるのですね、朝霧高

原地域に。ここの中にまったく外部から来て牛飼いの勉強をしている若い人が

いる。結婚して家を建てたい、ここでずっと酪農をやりたい。けれども家を建

てることができないこの制度が出来ても。分家でもないし親戚でもありません

から。牛飼いだけでなくても、他の農業でも若い人達が入ってきて、今、会社
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制度の農業がどんどん広がっていますが、会社の寮に入って牛飼いたちの農家

に寄宿して、将来の酪農家になっていこうという若い人達がいるのですね。こ

の人たちの問題の解決にならないですね。私はなるかなあと期待をしたのです

けれども。この新しい集落制度を活用するに際して、私たちの街の特性を県に

働きかけるようなことがこの委員会で検討していただけるかどうか。 

 

水口会長 

 はい。それは会長として、まずお答えしましょうか。そういう付帯意見は、

付けるつもりです。ただ、今おっしゃった県に要望というか、県に意見を言う

ということと、市自らの問題とがあります。今、おっしゃっている件は、市自

らの方です。 

というのは、何度も言いますが、今日議題になっている指定大規模既存集落

制度というのは、ごく限られたほんの少し調整区域の不満を和らげるための一

部規制緩和手段にすぎなくて、非常に限定を付けている訳です。その限定を付

ける権限は県にある訳ですから、県の限定の付け方があまりに小うるさい、詳

細に過ぎるというところについての問題提起は、さっき言ったとおりですが、

今おっしゃった北部地域の本拠を持つ地縁者以外、新しい地縁者といいますか、

そういう方にも住んでもらうためには、もっと全うな調整区域の地域集落活性

化施策をする必要があって、この指定大規模既存集落制度では道具が間違って

いるというか、この道具ではできないですね。 

他の道具を使う、他の道具を使うのは、県への要望ではなくて、市の政策・

努力だと思うのですね。という意味で、今おっしゃった北部地域うんぬん、先

ほど説明にありましたように、総合計画及び国土利用計画の土地利用構想図、

都市マスタープランでも共通して、「集落拠点地域」というものは指定（位置づ

け）している訳です。そういう集落地域の拠点機能を強化していく必要があっ

て、そのために集落指定をしている訳です。 

でも、この指定大規模既存集落制度では、先ほどの表のように一部しか該当

しないということになります。それも県の区域指定の考え方が、集落地域には

ちょっと無理がある街区から出発するみたいなことがあるためですが、それは、

今後、県の方で変えていただく余地はあります。ですが、それを変えたとして

も少々の違いであって、猪之頭がこの指定大規模既存集落制度指定区域になる

ということは大いにあると思うのですが、今おっしゃったような血縁地縁、１

０年以上も無い者まで広げると制度上無理な訳なのです。 

ですから、違う手法、違う道具を使うということで、それをやらないとせっ

かくマスタープランなどで共通して決めている集落拠点機能強化の方針が、一

部だけ、二分しちゃうということになる訳です。 
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１５０戸連たんということも非常に古い考えで、もう国の都市計画運用指針

では、１５０戸連たんということは消えています。でも県には残っています。

なので、１５０戸連たんということも改めて考えていただきたい。つまり、独

立した日常生活圏をある程度維持している、という先ほどの３ページの下の方

に⑶として１５０戸以上の連たん、１５０戸以上の根拠が極めて曖昧です。⑵

の小学校郵便局その他日常生活をワンセットある程度満たしている中核的な集

落という要件があれば、この１５０戸連たんというものは、今はいらないと思

うのです。 

富士宮市の集落拠点地域の設定は、この中心的な機能を果たす集落の機能を

ちゃんと守っていくということで選んでいます。つまり、１５０戸連たんに街

区から出発するみたいな作業上の形式的な基準も加わって、先ほどのように二

分されているこの状況は、マスタープラン等にとって非常に不都合な訳です。

ですから、それを一刻も早く解消するために、制約の多い指定大規模既存集落

制度に加えて、調整区域の地区計画とか優良田園住宅制度とか、その他、総合

的計画的な制度を工夫して使って、集落活性化をマスタープランどおりの視野

をもって、総合的にかつ計画的に進めていくということは、非常に必要かと思

います。これを審議会として、まず付帯意見とすべき第一項目かと思うのです

が。今のご意見も踏まえ、会長としての意見です。他にどうぞ。 

 

事務局（都市計画課計画係長） 

手島委員の質問の確認をさせていただきたいのですけれども、新規就農者の

方が、家がなかなか建ちづらいというお話がありました。おそらく農業資格者、

農業資格を取るまでに時間を要したりするものですから、通常、農業資格者で

あれば、農林従事者用の住宅ということで、農家用の住宅が建つはずなのです

が、おそらく、新規就農者の場合ですと、農家資格、認定資格を受けるまでに

少し時間がかかって、それまで対応しきれないという状況なのかなあと察しま

した。 

今、同時に検討しております優良田園住宅の方なのですが、これは地縁の方

を求めない制度になっておりますので、かつ、敷地の規模も法律でいきますと

３００㎡以上ということになっておりますので、そちらの方も今、市の方では

検討を進めている最中ですので、そちらの方での対応というものは、先ほど言

われた新規就農者であるとか、もう少し広く対象者の方を取り込めるような制

度となるかと思います。 

 

水口会長 

 はい。他にどうぞ。 
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 今日は、主に市議会議員からの委員の方のご発言が多くて、それはもっとも

と言いますか、地元にとって気になることを代弁して聞いていただいたことも

あると思うのですが。要するに、先ほどのような分権途上で、開発審査会だけ

は県に残っているという状況の中で、かつ県の開発審査会基準が何でこんなに

こと細かに決めるの、というような決め方をしていて、もう少し地域特性に応

じて市町村が工夫する運用はあってもいいんじゃないかということがあります。 

市として、市街化調整区域の活性化方策、あるいは地域振興の中で集落拠点

機能を維持する、あるいは分担させながら運転しながら強化するところは大事

ですから、その方策をこれを機会に進めていくと。先ほどのご説明にもありま

したように、当然、行政当局の方でも次の方策を既に考慮中な訳で、それに具

体的にさっきの優良田園住宅の例を言われて、猪之頭に優良田園住宅を入れる

みたいな話が、今後の課題になってくると思うのですが、今後に向けたより追

加的な施策をすべきだということが第１点で、その方向を当審議会としても確

認的に追加意見として問題を提起するといいますか、ということになろうかと

思います。 

ということで、全体は、当面県に区域案を本審議会の議を経て提案しないと

一歩も動きませんし、県の開発審査会の承諾を得るためには県の基準に合って

いないと認められないということもあるので、一歩として認める、という意味

で、こういうふうに答申をまとめたいと思います。 

要するに、下記の意見を付けて概ね原案は適切であるとします。ということ

です。原案を認めて出発するけれども、今後、いろいろ検討すべき課題はあり

ますよ、ということを付けるという訳です。その付帯意見というやつですが、

言わば条件付き賛成というものです。 

１点目は、先ほども言いましたこの制度を使うということは、地縁と血縁と

いう人の属人的な条件が非常に絞り込まれております。それから、対象地域が

大規模な連たんした集落ということで非常に絞られています。対象地域、対象

の人という条件で非常に限られた効果です。したがって、これをはじめの一歩

にして、より総合的な計画的な土地利用を集落において推進する、というよう

に今後、追加発展するよう努められたい。ということが１点目です。先ほどの

ように既に市の方でも取り組みつつあり、今後の都市計画審議会でも出てくる

かと思います。 

それから、２点目は、県の運用基準に関係することなのですが、集落の規模

要件の弾力的運用ということがあります。県の審査会の包括基準で１５０戸以

上連たんということが定められているのですが、本市ではさっき言った総合計

画、国土利用計画、都市計画マスタープランの土地利用絡みのマスタープラン

に共通して「集落拠点地域」、都市計画マスタープランでは「地域生活拠点エリ
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ア」というように名称だけは変わっていますが主旨は同じです。同じ主旨を同

じところが指定してあります。それが１５０戸連たん要件によって対応が二分

される訳ですね。特に市街地から離れた北部とあるいは西部と言いますか、が

対象から除外されるということになります。先ほども申し上げましたように、

独立して一体的な日常生活圏を構成している、つまり、小学校・駅等々ですね、

旧村役場とか診療所とか社会的生活施設、それがある程度整っているというこ

とは現在集落地域の拠点になっていることで、それを維持していくということ

が非常に重要な訳ですから、そういう点から言うと１５０戸ではなくて、日常

生活を維持する生活圏拠点という機能の方が目的な訳ですから、それを維持す

るために何戸あればいいか、という話ですから、集落圏まで広げて、そういう

ことから１５０戸連たんは自主的な条件を考えた上で、地域特性に応じて弾力

的な運用されるべきものということが、県に対する本審議会からの付帯意見と

いうことになります。 

それから、先ほども説明があったが街区から出発するというのは、いかにも

変ですね。富士宮の土地利用構想図の中には主な集落等という図面表示がある

のですが、あれは端的に建築物敷地の現況図から出発して、それらが５０メー

トル以内で連たんしている包括的な区域を描いている訳です。街区なんて変な

形式的な作業手順を踏まないで、直接的に建築物敷地分布図から５０メートル

以内連たん区域を囲むことは可能な訳です。何でそれをやらないのか不思議で

ならないのですが。そういうことも含めて、街区から出発すると当然街区が課

題になる訳で、その中に農地等が含まれてくることになって、農地共々対象外

になっちゃうという変なことが起こっている訳ですね。さらには、さっき言っ

た街区について、道路の向こう側、同じように道路の両側に家が並んでいて、

向こうは良くてこっちはだめということは、その地域の人には納得し難いとこ

ろです。線引きほど大したことではないのですが、稀にそういう人もいるかも

しれないので、その人の不満は高まるでしょうということですね。そういうこ

ともありますから、今言った過大な判定単位になり、かつ道路で切られるとい

うことは、大いに工夫の余地がある基準になっている。そういう趣旨のことを

付帯意見に書いておく。こういった課題は、今後の運用の中で地域住民当事者

のニーズを把握しながら、今後、適宜適切に見直しを図るように努められたい

ということを付帯意見として入れるという。この努められたいという、努める

べきなのは、県の基準とそれと連動した市の運用基準、今は県の基準に引っ張

られて、それをそのまんま市の基準しているところがある訳ですが、県の基準

を変えなければ、市の基準も変わらない部分は、県の基準を変えてもらって、

それと同時に市の方も変えていくと。合わせて、１つ目の付帯意見のように、

これ以外のもっと適当な手法を順次、地域特性に応じて使っていくという大き
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な２点を付帯意見に入れて、当面の措置として、この区域案で運用を始めると

いうことは良いでしょうと。そういう趣旨の答申にしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

それと、さっきの１５０戸にクレーム付けるのだから、３００㎡の件ももう

１点加えた方が良いですね。さっき言ったように３００㎡以下というのも国の

都市計画運用指針にそういうものは無いので、県がいまだにそういう過剰かつ

丁寧に市町村の手足を全部指導するかのようにやっている訳で、３００㎡以上

であってもまあいろいろ例外措置は入れているようですが、原則３００㎡以下

の根拠が何だか解らないですね。３００㎡はゆとりある田園居住と公共施設の

不足状況を補てんするためには、３００㎡以上も大いにあり得るということで、

今後の運用に向けて検討されたいという趣旨のことを加えると。 

大きくは、より積極的に今後、本格的な措置を追加していただきたいという

のが１点目。２点目は、本制度の運用で、今後の地域特性に応じた弾力的な運

用の課題、その２点目の中に１５０戸連たんとか３００㎡とか具体的な基準が

あるということなのです。具体的な文面に関しては、後で私と事務局とで詰め

たいと思うのですが。この他に何か付け加えるべきことがありましたら、どう

ぞ。よろしいでしょうか。 

 

塩川委員 

 １つだけ気になったことがあって、人に関する要件で、概ね１０年以上生活

の本拠を有するもの、という考え方が市の方にも県の方にも書かれているので

すけれども、子育てをし始めた人達だと家を建てようとするのって、子どもが

幼稚園に上がる頃とか小学校に上がる頃とか、１０年たっている頃には自分の

生活の居というのは確実にどこかに構えているはずなのですね。なので、この

１０年以上必要と数字があることが、そこの住むことをあきらめさせてしまう

のではないか、というような感覚がどうしても私の中にはありまして、概ね１

０年と書かれてあるので、地縁がない方でも概ねと認められればそこに居に構

えることが可能であるのならば、良いとは思うのですけれども。この狙い自体

が新たに地縁者となった人がそこに定住できるような可能性が広がるものであ

ると考えると、この数字がもう少し短い方がいいのではないかな、というよう

なことを思いました。すみません最後の最後に。 

 

水口会長 
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 どうでしょう事務局。元々もっと長いやつが県の制度見直しで短くなった。

２０年だったのを１０年にしている趣旨なのですが、典型的にはどういうケー

スなのでしょう。昔から住んでいる農家住民ではなくて、途中から住んで１０

年たったとか。 

 

事務局（都市計画課参事） 

 １０年という話があったのですけれども、先生がおっしったとおり２０年の

ものが１０年になって、１０年ということなら使い勝手も良くなるということ

で、検討を始めたきっかけにもなっています。１０年というのはですね、子ど

もの頃から１０年そこに住んでいれば、外に出て帰ってきてもそれはもう１０

年ということで対象になります。先ほど言った地縁者というか、元々そこで育

った人ならどこかへ行って戻ってきても、だいたい小学校中学校時代を過ごせ

ば１０年住んでいたことになりますので、そこで地元に帰って来られるのかな。

２０年というと、成人前に大学とか他の教育機関へ出て行ってしまうのですが、

１０年ということであれば、かなり使える制度になったのではないかなあと思

います。ということで、地縁者・コミュニティの維持ということで考えますと、

その程度の地縁も必要なのかなということも考えております。 

 

水口会長 

 今のお話ちょっと解りにくいですね。子どものころから１０年住んでいて肉

親関係があるのならば、家そのものが昔から住んでいる訳だから、子どもが例

えば名古屋に出ようと東京に出ようと帰って来られる訳ですよ。ではなくて、

元々の地縁がなくても１０年以上居住するものは、新たに地縁が出来たという

見方ですよね、これは。何かの仕事でその対象になっている集落のどこかに間

借りして住んでいるとかアパートに住んでいるとか。そういう方が１０年そこ

に住んでいれば、同じ集落に住んでいれば、新たに地縁が出来たというのが典

型ケースではないのでしょうか。件数が少ないからいったいどういうケースを

期待しているのでしょう。 

 

事務局（都市整備部長） 

 今おっしゃった地元に１０年集落に住んでいただければ、地元のお祭りやお

正月とか顔見知りになる。それで地縁が出来て、そこのエリアの人間として認

知されたということがあったと考えている。また、小学校なんかで子育てで子

どもが小学校に入って中学校を出ると９年ですけれども、そういう地域の中に

住んでいただくと、ＰＴＡとして親同士の知り合いができ、十分その地域にお

いて地域のコミュニティを維持するための地縁ができたという考え方が、先ほ
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ど言った２０年が１０年位で十分できるようになるのではないか、ということ

で見直されたのではないのかと考えております。 

 

水口会長 

今の考え方ですと、１０年すると定住意欲が高まるということがアンケート

的にもあるかと思いますが、ご意見では１０年を例えば５年に短縮すると、も

っとそこに住み続けたいと思う人が出てくるということを考えてのご意見でし

ょうか。 

 

塩川委員 

そうですね。たぶんこういった指定集落に来られる方は、少し田舎のような

そこに魅力を感じて来られる方か、もしくは、必要があって来られる方かと思

うのですけれども、１０年いないと家が建てられないのであれば、他に移ろう

となっちゃうと思うのですよね。だいたい皆さんが家を建てようと考え始める

のは、お子さんが幼稚園に上がる時期か小学校に上がる時期なので、そうする

と結婚してからそこに居を構えたとすると、４・５年とか５・６年とかその位

でだんだん家を建てようと考える方がすごく多いですね。そこで、その時期に

その中で土地を探せないのであれば、他に出るという選択をされると思うので、

この数字が１０年という時間がもう少し短くなれば、そこに魅力を感じる方で

いるのであれば、もっとこういう世帯が増えるのではないかなと。たぶん、そ

れは土地をそんなによく知らない人達がやたらに増えたら困るという元々の考

え方があってのことですよね、きっと。 

 

水口会長 

というよりは、元々は分家住宅を認めるという制度をちょっと広げた程度だ

から、おっしゃるような計画的意図らしきものは無いですよ。要するに規制緩

和ですよ。おっしゃるようなことをやるならば、他の手法を使って田園居住を

したい人に来てもらって、Ｉターンとか何でもいいから、地縁なんか無くても

いいから来てもらって、ライフスタイル・志次第でそういう人に来てもらった

方が役立つ。活性化に期待できるという人はどんどん入れるという手法は、こ

の制度では出来なくて、他の手法でいくしかしょうがない。ただ、おっしゃる

ような意味が１０年と５年では差が、元々の地縁が無くて、今５年あるいは１

０年住んでいる人というのは、今回のこの集落でどのくらい居るのかですね、

ということがあるのですけれども、という現況もはっきりしてないような制度

なのですこれは。でもいないことはないでしょうね。その辺は、制度の対象と

なる方がどの位いるのでしょうか。アパートなんかもあることはあるんですよ
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ね。 

 

事務局（都市整備部長） 

集落地域のアパートですね、先ほど言った小学校を転校させたくないなどの

理由から６年とか、子どもが２人だと１０年以上住んでいる方も地域にはござ

います。問題は、その後その地域に家を建てたいかどうかということは、その

人の考え方でございますので、何とも言えませんが、子どもを育てる間は転校

させたくないということで、１０年近く住んでいる方は、ある程度数はいると

考えております。 

 

水口会長 

はい。今の話、具体的に１０年経たなくてもここに定住するために持家を持

ちたいという人が出てきた時には、柔軟に弾力的に対応すべきだと思うのです

けれども。ただ、それがどれだけそういう需要があるのかということが、いま

いち解らないものだから、基本的には他の制度、それを受けるための制度を使

うということと、それから、この制度は分家住宅をちょっと柔らかくしたよう

な制度なのですが、そこに５年居住して今後も定住したいという方が、持家を

持ちたいと言ったら、この制度の中で対応してもよいのではないか、これは常

識的判断ではないかと思います。細かく言いますと、原則としてとか、概ねと

かそういう言葉を入れるなどして、運用面で対応できると思います。 

 

塩川委員 

はい。ありがとうございます。 

 

水口会長 

先ほどの付帯意見に少し広げられるようなニュアンス、３００㎡以下とか１

５０戸以上とか、その他具体的規定の中で、地域特性に応じた運用の弾力性に

ついて検討すべき、というところに、今のことも１０年以上というところを８

年ではだめなのというような、そういう話なんですが。こういう状況が出てき

た時に具体的な状況に応じて、弾力的判断が出来るような意味のこともちょっ

と入れておくということにしたいと思います。 

はい。他に無いですか。そうやっていくと何件出てくるか知らないけれど、

出てきた時の対応のことを考えると、いろんなことも考えておかなければいか

んなと。もし、良ければ先ほど言った大きくは２点、市のこれからの追加施策

と、この制度の今後の運用について、１つ目の方は、何点か具体的な現在の基

準について、地域特性に対する弾力的運用を書いて、今のご意見もそこに含め
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るような形で書いて、先ほどの私及び皆さんのご発言の趣旨によって文言化す

るということで、これについては会長に一任いただくということでよろしいで

しょうか。 

 

………「異議なし」の声あり……… 

 

はい。ではちょっと当初予定よりは時間がだいぶオーバーしましたが、今日

予定されていた議題はこの１件だけでしたので、議事進行を事務局へお返しし

ます。 

 

事務局（都市計画課主事） 

先ほど宅地化率についてお話させていただいたのですけれども、北山小学校、

中学校、内房地区において数字の誤りがございましたので訂正させてください。

北山小学校地区につきましては７４．６３％、北山中学校区につきましては７

４．３１％、内房地区におきましては７６．０２％、全体につきましては７８．

８１％へ変更になります。すみませんでした、訂正させてください。 

 

水口会長 

はい。もう議事進行はお返ししました。 
 

【司会】事務局（都市計画課計画係長） 

水口会長、会議の進行ありがとうございました。 
それでは次に、次第の４その他といたしまして、次回の審議会の予定を申し

上げます。次回は年明けの１月下旬から２月上旬頃を予定しております。案件

は、特殊建築物の敷地の位置について、具体的には、山宮地内、市街化区域、

工業専用地域における民間の一般及び産業処理施設の建設の増築案件でありま

す。本審議会への付議根拠は、建築基準法第５１条ただし書きの規定に基づき

まして、建築の特定行政庁が許可の付与に際し、事前に都市計画審議会の議を

経ることが、同法に規定されているものでございます。日程が近くなりました

ら、通知及び資料を発送させていただきます。 

それでは、以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしましたので、

平成２８年度第１回富士宮市都市計画審議会をこれをもちまして閉会させてい

ただきます。皆様、たいへんお疲れ様でした。 

 

 

 




